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平成２１年第５回蟹江町議会臨時会会議録

招 集 年 月 日 平成２１年１１月２６日（木）

招 集 の 場 所 蟹江町役場 議事堂

開 会 （ 開 議 ） １１月２６日 午後１時３０分宣告（第１日）

応 招 議 員

１番 松 本 正 美 ２番 伊 藤 俊 一

３番 山 田 邦 夫 ４番 米 野 秀 雄

５番 髙 阪 康 彦 ６番 林 英 子

７番 小 原 喜一郎 ８番 中 村 英 子

９番 黒 川 勝 好 １０番 菊 地 久

１１番 吉 田 正 昭 １２番 山 田 乙 三

１３番 伊 藤 正 昇 １４番 奥 田 信 宏

１５番 猪 俣 二 郎 １６番 大 原 龍 彦

不 応 招 議 員
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局 長 松岡 英雄 書 記 金山 昭司

議 事 日 程
議長は、次のとおり議事日程を配付した。

（会議規則第２１条）

会 議 録

署 名 議 員

議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。

（会議規則第１２０条）

８ 番 中 村 英 子 ９ 番 黒 川 勝 好
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日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第74号 蟹江町の職員の給与に関する条例等の一部改正について

日程第４ 議案第75号 蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

改正について

日程第５ 議案第76号 蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改

正について

日程第６ 議案第77号 蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正について

日程第７ 議案第78号 平成21年度蟹江町一般会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第79号 平成21年度蟹江町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
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○議長 大原龍彦君

平成21年第５回蟹江町議会臨時会を開催しましたところ、定刻までにご参集いただきまし

て、まことにありがとうございます。

ここで、蟹江中学校吹奏楽部全国大会出場と小・中学校及び保育所の新型インフルエンザ

感染状況の報告の申し出がありましたので、順次発言を許可いたします。

○教育長 石垣武雄君

失礼します。教育長の石垣でありますが、議長のお許しをいただきましたので、２点につ

いてご報告を申し上げます。

１点目でありますが、蟹江中学校の吹奏楽部についてでございます。蟹江中学校吹奏楽部

のマーチングにつきましては、皆様ご存じのとおり平成18年度は２回の全国大会、19年度は

埼玉の全国大会、そして昨年度についても２回の全国大会に出場させていただきました。

本年度についてでありますが、ことしも生徒の頑張りによって、２つの全国大会への出場

が決まっており、今週のことではありますが、この29日の日曜日には、大阪城ホールで行わ

れます全日本吹奏楽連盟主催の全国大会へ出場いたします。これは以前幕張で行われており

ましたものであります。また、来月12月12日土曜日には、さいたまスーパーアリーナで開催

されます全日本マーチングバンド協会主催の全国大会へ出場することとなっております。後

ほど、この全国大会出場に当たっての必要経費について、補正予算をお願いするところでご

ざいますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

なお、蟹江中学校では、全国大会への出場の報告を兼ねましたマーチングの演奏を12月６

日の日曜日午後３時から予定しているということでございます。お時間がありましたら、ど

うぞ足を運んでいただけたらと思っております。

続いて、２点目でありますが、新型インフルエンザの状況についてであります。

お手元のほうに資料が届いているかと思いますが、資料に沿って少し説明をさせていただ

きたいと思います。

まず、臨時休業につきましては、９月の議会のときに蟹江中学校の３年Ｆ組の報告をさせ

ていただきましたが、その後、町内の小・中学校すべてが学級閉鎖、学年閉鎖の措置をとっ

ております。新しいところでは、新蟹江小学校が先週の火曜日17日から20日まで２年生、３

年生、５年生の学年閉鎖の措置をとったところであります。

なお、学級閉鎖の人数の目安でありますが、愛知県の場合は、下にちょっとメモしてあり

ますけれども、10月25日までは感染者が１割程度ということでありました。10月26日以降に

つきましては、２割以上となっており、閉鎖期間は４日間ということでございます。

ところで、今までにインフルエンザに感染した者の数でありますが、11月25日現在、一番

下の表のところでございます。罹患者、蟹江小学校のところを見ていただきますと179人、

舟入小ですと25人というような形で、一番右側の全体で880人ということの感染をしており
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ます。これは全児童・生徒の28％、３割弱であります。ただ、インフルエンザにかかって重

症化して入院という児童・生徒は、現段階では１人もありませんでした。

次に、裏面をごらんください。

インフルエンザＡ型感染者の推移でありますが、９月14日から11月25日までの小・中学校

別の一覧でございます。見ていただいておわかりかと思いますが、９月14日から感染者はふ

え始めておりまして、９月24日は小・中の合計が61人になっております。しかし、９月28日

が14人というふうになりまして、しばらくの間10人台ということでこのままおさまっていく

感じでありましたですが、10月13日中旬、ここのところで33人となり、11月には100人台を

数える状況になっております。

今後もこのような状況が続くというようなことを思いますが、今までと同様手洗い、うが

い、そして日ごろの体調管理には気を配るよう指導してまいりたいというふうに思っており

ます。議員の皆様方におかれましても、何かお気づきのことがあれば、教えていただけたら

というふうに思っております。

以上、少し長くなってしまいましたが、ご報告申し上げます。

○民生部長 加賀松利君

それでは、民生部のほうより町内保育所におけるインフルエンザによる欠席状況につい

て、11月25日現在でございますけれども、各保育所の状況を報告させていただきます。

蟹江保育所、３歳児が１名、合計１名でございます。南保育所はゼロ、蟹江西保育所

17名、内訳は５歳児が８名、４歳児が４名、３歳児が１名、２歳児が４名、舟入保育所も１

名、５歳児が１名です。須成保育所も５歳児が１名、新蟹江北保育所が14名でございますけ

れども、５歳児が７名、４歳児が１名、３歳児が６名でございます。合計、公立のほうは34

名、はばたき保育所のほうは２歳児が１人でございます。７カ園で35名の方が11月25日現在

にインフルエンザで休んでおられます。

以上でございます。

○議長 大原龍彦君

ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、これより平成21年第５回

蟹江町議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

参与者には、町長、副町長、教育長、部長、次長、関係課長の出席を求め、書記には金山

昭司君を指名します。

ここで、午前に開催されました議会運営委員会の協議結果の報告を求めます。

議会運営委員長 黒川勝好君、ご登壇ください。

（９番議員登壇）

○議会運営委員長 黒川勝好君
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それでは、本日午前９時から開催をいたしました議会運営委員会の報告をさせていただき

ます。

１番目の第５回臨時会の会期についてでございますが、会期は本日１日といたします。

次に、２番目の議事日程についてでございます。議案上程後、審議、採決をいたします。

本日ご審議いただく案件は、議案第74号から79号までの６件でございます。

３番目、その他であります。まず、町野外活動センターの視察についてであります。全議

員によります視察を本日の会議終了後に行いますので、庁舎南側マイクロバスまでお集まり

をください。

なお、視察につきましてでありますが、本日臨時会が３時を超えることになりますと、時

間の都合上、中止ということで決まりましたので、皆様方には議会運営上、スムーズな進行

をよろしくお願いを申し上げたいと思います。

なお、12月定例会の運営についても協議いたしましたが、この協議結果の報告は12月定例

会の初日３日に報告をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。

以上、報告をさせていただきます。

（９番議員降壇）

○議長 大原龍彦君

どうもありがとうございました。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、８番中村英子君、９番黒

川勝好君を指名いたします。

○議長 大原龍彦君

日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日限りといたします。

○議長 大原龍彦君

日程第３ 議案第74号「蟹江町の職員の給与に関する条例等の一部改正について」を議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

○副町長 水野一郎君

提案説明した。

○議長 大原龍彦君
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提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。

○７番 小原喜一郎君

７番 小原喜一郎でございます。１つは、賃金ダウンという形で幾つか挙げられるわけで

ありますが、１つは住居手当を廃止、期末手当のダウン、勤勉手当のダウン、再任用職員の

やつはまた別途伺うわけでありますが、この総体で全体として１人当たり平均してどのくら

いのダウンになるかということですね、額で。できたら伺いたいなと思います。

それから、もう一つは再任用職員のところで、第３項の12月期の支給割合で、ここの部分

に限って100分の80が100分の85に上がるわけですけれども、これはどういう理由によるもの

なのか、ちょっと承りたいなというふうに思います。

３つ目でありますけれども、改正要点の中の最後のほうで、つまり減額改定対象職員とい

うのはどういう人を指すのか承りたいと思います。

以上、まずとりあえず３点を伺います。

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君

まず、１人当たり平均でどうだというお話でございますが、実は平均が大体44歳というこ

とで、そこで見ますと、この12月に期末勤勉手当、それから１年間８カ月の給与等のはね返

り分、こういったものを含めまして、私どもの試算では６万7,000円ほどになってございま

す。これだけが減額をされると。ただ６月期のほうで期末勤勉のほうで0.2月既に引かれて

おりますので、最終的に１年間としてトータルで考えますと、14万5,000円ほどになるとい

うふうに考えております。

それから、再任用職員がなぜ0.05だけ今度の規定の改定で上がってくるのかということで

すが、これは17ページを見ていただきますとわかりますように、６月期の支給割合のほうを

0.1月ということで大きく減数しております。それで今回12月の支給割合のところで調整を

して、全体では0.5月の減額にするという改定内容になってございますので、大きなダウン

ということを調整をされておるということでございます。

それから、減額対象職員というものでございますが、実は11ページのほうをごらんいただ

きたいと思いますが、給料表で実は決まっております。ここにございます真ん中より下段の

ところですが、給料表で行政職給料表１、１級の場合は１号給から56号給までが今回対象外

になりますので、これは若年層が今回対象外になっているということで、この後の57号給か

らが対象職員になると。２級でありますと、24号給の上の25号給職員からが対象、３級であ

りますと、８号給がここまで来ておりますので、９号給からが対象ということで、若年層を

抜いた形で号給で決められております。あと、この上に４級、５級、６級、７級とございま

すが、こちらの職員についてはすべて減額の対象となる職員という状況で、今回改定をさせ

ていただいておるものでございますので、よろしくお願いをいたします。

○７番 小原喜一郎君
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続いて質問させていただくわけでありますけれども、１つは臨時職員について、実はこれ

私、職員組合の蟹労ニュースというやつを入手しまして、これには当局の一つ一つ組合側の

要求に対しての回答の内容が載せられていますので、これに基づいてちょっと承りたいと思

うわけであります。

地域手当というのが今まであったようですね。この地域手当が５％削減されるというふう

になっているようでありますけれども、この内容を見てみますと、11年間で相当の額がずっ

と減りっ放しと、こういう状況になっているようでありますけれども、民間と比較すると、

かなり公務員のダウンの差が大きいんじゃないかというふうな気がするわけでありますけれ

ども、組合に対する回答の中では、人勧の回答だからしようがない意味の内容のことがうた

われているわけでありますけれども、しかし、一般的に賃金の物価やあるいは経済にかかわ

る影響というのは非常に大きいわけでありますし、特に公の関係の賃金ダウンというのは、

これは経済状況に影響するのは極めて大と言わざるを得ないわけでありますが、その点で賃

金改定に当たって、それなりに考え方、聞かせていただきたいなと思うのであります。

それから、臨時職員に支給している奨励金５万円を時間給に割り戻したいと、こういうよ

うな回答があるようでありますけれども、旧海部郡下で比較してみますと、弥富市にして

も、あるいは旧来の弥富町だとか佐屋町、佐織町など、臨時職員の時間給を比較してみます

と、蟹江は低いほうになっておるわけですね。それでその差を調整するために奨励金５万円

というのを出しておったのかと、それではちょっとまずいので、これから時間給に割り戻し

ていきたいということの表明なのかどうなのか承りたいわけであります。

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君

地域手当のお話も出ておりますが、これは22年４月から５％、これは大変申しわけござい

ません。さきに議決をいただいておるところでございまして、国の基準に合わせた形という

ことで、この22年４月までに制度を国が整えます。それに合わせて地方もこういったところ

をきちっと整理して適正化を図れということに基づきやらせていただくということで、前に

ご決議をいただいたわけでございます。

ただ、それで金額的に確かに低くはなるということでございますが、これも社会情勢から

踏まえて、国のほうのきちっとした政策論の中から出ておりまして、私どもそれを受けたと

いう状況でございます。また、11年間職員の給与が下がっておるという内容でございます

が、基本的には平成８年あたりから、議員の先生方を含めた特別職の部分についても報酬審

議会を開けない状態であるというのも確かでございますし、職員につきましては凍結と、そ

して民間との比較ということであります人事院の勧告、こういったものに基づき適正化を図

るということで、今の状況が続いておるのは確かであります。

ただ、私どもといたしましては、これに呼応すべき人事委員会を持てるところではござい

ませんので、名古屋市とか県とか、きちっとした大きな市、県のレベルですと、自分のとこ
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ろの人事委員会を持ち、その中で調査をさせていただいて、その勧告を受けて改定をすると

いうことでございますが、蟹江町におきましては人事院の勧告に準拠をしということで、こ

の町村というものはそういった形で行わせていただくというふうになっております。特別

に、ですから私どもは内容をきちっと把握できるような状態といいますか、組織的な部分も

できておりませんので、これに基づきこれを今進めさせていただいた結果が、11年間民間の

景気動向に合わせて改定をした、あるいは進めてきた状況がこれだということでございます

ので、申しわけございません、こういった形での状況が出てしまったということしか、私の

ほうからはご答弁ができないところであります。

それから、臨時職員についてでございますが、年間で夏期に３万円、冬期に２万円という

ことで、これは奨励的なものが確かにございました。こちらにつきましては、以前に期末手

当というような状況があったときもございましたが、少々政策の中、そして内容が適正では

ないという指導がございまして、名古屋市等も含めてそういったものは実はなくなっており

ます。そのときに給与のほうも適正化ということでやらせていただき、それに少しですが、

報奨的なものをということで進めてまいりました。

ただ、今回私どものほうもこの状況が景気動向等をかんがみました。その中で、他市町村

と比べてまいりますと、やはり賃金単価というところに大きく採用が左右されることもござ

いますし、労働条件の中でやはりそういったところへきちっと出すべきであるというような

考え方のもとに、この分を削減しといいますか、そのものを含めて見直しをかけたというも

のであります。むやみに切ってということではなくて、これはもう当然減らしていくべきも

のというふうに私どものほうは考えておりましたが、今回それに加えまして、また情勢をか

んがみて賃金単価のほうに、ある程度のはね返りをさせて整えたという状況でございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

○７番 小原喜一郎君

ということは、将来的にはこの５万円分すべてというふうには言えないにしても、時間給

のほうに割り戻すことは考えてみえるというふうに受けとめていいですね。

それから、次に伺っておくわけでありますけれども、私は民間の賃金の状況と比較してみ

たときに、人勧いわく、民間と差を同じようにするためにダウンしなければならんような意

味のことを言っておるわけでありますけれども、実際にはことしの、つまり09年度春闘の結

果を見てみますと、国民春闘共闘会議の平均は5,052円の1.81％のアップであります。それ

から、連合は4,848円、1.67％のアップになっております。それから、日本経団連の出して

いる資料からしますと、大手5,758円、1.81％、中小が3,486円のアップになっておるわけ

で、つまり民間は上昇傾向にあるんですね、賃金が。なのに公務員はダウンと、これはおか

しいんじゃないかと言わざるを得ないと思うので、人勧というのは、公務員の皆さん団結権

が保障されていません。その代替の制度として民間と平衡水準にして、できるだけそういう



－10－

同じ数字にしていくための機関としてつくられたものでありまして、その機関の役割を果た

してないんじゃないかなということを思うんですね。

そういう意味でいうと、結局は財界の要請に沿って賃金を抑える方向に、公を抑えると民

間も抑えられる形になりますので、そういうふうになっているのではないかなというふうに

思うわけでありますけれども、つまり民間のほうはアップの傾向なのに公務員はダウンと、

これはどういうことなのかということについては、どのようにお考えなのか承りたいんです

ね。

それで組合のこの資料を見てみますと、11年間で期末手当も含めると１人平均65万円のダ

ウンになっているというふうに書かれていますね。本当に大幅なダウンになっていると思う

んです。

次に、住居手当の問題についても言うわけでありますけれども、これは今度は総務省自身

が総務省の参事官の発言ですが、つまり住居手当を支給している事業所のうち、持ち家に対

し支給しているのが78％あるというふうに言っておりまして、したがって地方自治体が国と

同じように住居手当を廃止するなんていうことを言っておるのではないと、こういう意味の

発言をしておるわけでありますが、この点についてはどのようにお考えになるんでしょう

か。

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君

まず、臨時職のお話で念押しといいますか、ご確認をいただきましたが、この22年度から

の賃金体系の中にはそういった方向を踏まえて改定をしております。これは今回、回答させ

ていただきます。

それから、民間が上昇しておるということを挙げていただいて、私どものほうが下がって

おるのはどのような考えのもとだということでございますが、これは実態として今、人事院

勧告をされる場合に把握されております事業所の規模が以前につきましては、これ18年です

けれども、それ以前につきましては100人以上の企業をということでございました。これが

50人に下がっております。どちらかというと、中小の中でも少し人数の少ないところまで対

象に広げるということで行われておりますし、比較対象する職も一般職から、ライン職から

スタッフ職というような拡大がされまして、そういったところで状況を確認するというよう

な方向に変わっております。こういうようなところを含みまして、それ以後の人事院勧告が

なされておりますので、そこから来る数値的な内容が今回のような引き下げというようなふ

うになっております。

ですから、少し今ご指摘をいただきましたというか、ご紹介をいただきましたそういった

大手の状況のところだけの把握とは違っておるというふうに私は認識させていただいて、こ

の人事院勧告の部分を受けとめさせていただいておるということでございます。

それから、持ち家の話、これは組合のほうからもお話がありました。国は私どもには持ち
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家対策2,500円の部分の廃止ということをやるというようなことで言ってまいりましたが、

組合がそういった状況を確認し、そういった入手された中にはそういう考え方を示された

と、国のほうでは持ち家が70何％あって、こちらについてはということで、国だけの方針だ

というようなことも言われておるということでございますが、人事院勧告ではそこまでの踏

み込みはなく、我々のほうに参っておりますのは、やはり持ち家についての2,500円の妥当

性といいますか、考え方が今回の人勧では不要といいますか、削減対象であるということで

出ておりますので、私どもも考えないところではございませんが、反対に言いますと、賃貸

につきましては、このままきちっと手当をされておりますというところも踏まえまして、こ

ちらについては状況を確認しながら、人事院勧告に従って提示させていただいたということ

でございますので、よろしくお願いをいたします。

○議長 大原龍彦君

他に質疑がないようですので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

○７番 小原喜一郎君

７番 日本共産党の小原喜一郎でございます。日本共産党は、本条例改定案に反対でござ

います。

反対の趣旨でございますけれども、人事院勧告は公務員労働者に耐えがたい生活悪化をも

たらすことであります。1998年から先ほど言いましたように、11年間で一時金では1.1カ

月、平均年間給与は61万5,000円の引き下げに全国平均ではなっているところであります。

給与構造改革による大幅な賃金削減となる結果になっているのでありまして、労働基本権の

代償性を放棄する不当な勧告案だと言わざるを得ないと思うのであります。

２つ目の理由でございますけれども、財界や政府与党、人事院により意図的につくり出さ

れた勧告であります。公務に賃下げを強行し、つまり公務員にですね、賃金削減サイクルを

加速させる勧告と言わざるを得ないと思うのであります。

３つ目は、先ほども申し上げましたように、ことしの春闘における国民春闘共闘

5,052円、そして連合4,848円、日本経団連5,758円等々、民間は賃上げ傾向になっているの

にもかかわらず、地方公務員の賃金ダウンを人勧が強行するということは、全くけしからん

話だと言わざるを得ません。

そういう点で反対でありますし、４点目には、公務員賃金の地域格差拡大の検討、これは

さらに賃金生活格差の拡大に影響を与えるものだと言わざるを得ません。その一方で、政府

の関係の本府省業務調整手当の本来の支給額への引き上げなどが図られているということが

あるわけでありまして、これは全くけしからん話だと思うのであります。

５番目でありますけれども、住居手当は先ほど申し上げましたように、これの廃止を強行

するということは、さらに一層賃金ダウンに拍車をかけるものでありますし、民間で比較し
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ましても78％もの事業所がこれを実施しているにもかかわらず、公務員を廃止してしまうと

いうことは、これも全くけしからん話だというふうに思うわけであります。

以上の観点から反対であります。

なお、先ほど私、公務員の団結権が剥奪されておると言いましたけれども、ちょっと訂正

させていただきます。ストライキ権のみが剥奪されているということでございますので、訂

正させていただきます。

以上でございます。

○議長 大原龍彦君

次に、賛成討論の発言を許します。

○４番 米野秀雄君

４番 清新クラブ 米野秀雄でございます。私は、賛成の立場から討論申し上げます。

地方公務員というのは特殊な任用行為であるわけであります。給与は先ほどからも説明い

ただいておりますとおり、人事院の指導に基づいて設定されておるということにつきまして

は、私たちも十分承知いたしておるわけであります。この議案は、平成21年人事院勧告に基

づく蟹江町職員の給与条例改定であります。これは民間給与との格差を解消するための改定

であり、必要かつ適正なものと考えますので、本案に賛成いたします。

以上です。

○議長 大原龍彦君

他に討論はないようですので、以上で討論を終結します。

これより起立によって採決いたします。

議案第74号「蟹江町の職員の給与に関する条例等の一部改正について」は、原案のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数です。したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。

○議長 大原龍彦君

日程第４ 議案第75号「蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○副町長 水野一郎君

提案説明した。

○議長 大原龍彦君

提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を終結します。
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これより討論に入ります。

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を終結します。

これより議案第75号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。

○議長 大原龍彦君

日程第５ 議案第76号「蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一

部改正について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○副町長 水野一郎君

提案説明した。

○議長 大原龍彦君

提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を終結します。

これより議案第76号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。

○議長 大原龍彦君

日程第６ 議案第77号「蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○副町長 水野一郎君

提案説明した。

○議長 大原龍彦君

提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を終結します。
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これより討論に入ります。

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を終結します。

これより議案第77号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。

○議長 大原龍彦君

日程第７ 議案第78号「平成21年度蟹江町一般会計補正予算（第５号）」を議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。

○副町長 水野一郎君

提案説明した。

○議長 大原龍彦君

ここで、下水道課長より資料の説明をお願いいたします。

○下水道課長 絹川靖夫君

それでは、よろしくお願いをいたします。

お手元にあります議案第78号資料でご説明を申し上げます。

まず、平面図でございますが、黒く塗ってあって赤枠で囲んであるところがございます。

これ15メーター60と書いてありますが、これがボックス延長でございます。10メーターいう

のは業務委託で出させてもらったメーターでございます。

次に、右側のボックスの設置でございますが、見ていただきますと、矢板が打ってありま

す。これは６メーター50でございまして、幅40センチ、これは82枚使用させていただきま

す。もちろん工事のときは打ち込みをさせていただきまして、製品が打ち終わった後には抜

かさせていただく工法でございます。

それから、ボックスにつきましては３メーター20と、深さにつきましては２メーター20、

長さは１メーターでございます。重さにつきましては7,150、7.15トンでございます。長さ

につきましては、１メーターものを15本、それから60センチを１本、したがいまして、先ほ

ど言いました15メーター60になります。

ここでお話をさせていただきますのは、非常に交差点で警察と協議をさせていただきまし

たが、通行どめはできないことでございまして、１個の製品を設置をしようと思いますと、

トラッククレーンの大きなやつを使わないといけませんもんですから、これを半分の製品に

させていただきまして、今の２メーター20の深さを図面見ていただきますとわかりますよう

に、線が引いてあります。半断面ずつ使用させていただきまして、連結プレートで結合をさ
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せていただきます。

それと非常に信号のところは拡幅線が非常に多くありまして、今言ったように２分割とも

う一つ覆工板が大きな製品を使いますと当たってしまいますので、工法的に無理ということ

で、この方法を使わしていただきますので、よろしくお願いをいたします。

次に、裏面でございます。

北のほうが黄色く塗ってあります。ＮＴＴの400の管が入っております。下の水色、南側

でございますが、水道の100が入っております。これ占用者と現場立ち会いをした結果、布

設不可能ということでございますので、布設不可能であれば、土どめ矢板が打てません。し

たがって、薬液の注入工法という手法をとらざるを得ないということで、工法としまして

は、ボーリングみたいな機械を使用しまして２種類の液を使います。Ａ、Ｂ液を使いまして

溶液の向き、瞬結タイプを高圧ノズルで土中で噴射しまして、改良帯をつくる工法でござい

ます。もちろんこれは止水の水を防ぐものでもございます。矢板を打てないところは横の矢

板で工事をさせていただきます。今の入っている位置につきましては、ボックスの下でござ

いますので、よろしくお願いします。

高さにつきましては3.4メーターで、奥行きは1.5メーターで４カ所でございます。

６月議会におきまして2,500万いただきました。今から言うのは、薬液注入工法で400万

円、それから概算要求で、私ども12メーターで概算要求出しましたが、実際に現場はかりま

したら、15メーター60に増長しました。３メーター60の増長と先ほど言いました２分割の工

法で大体20％アップするということで500万円、トータル900万の補正をいただくものでござ

います。

以上でございます。

○議長 大原龍彦君

提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。

○８番 中村英子君

８番 中村です。インフルエンザ関係につきましてご質問をいたします。

ただいま補正予算に上がっている金額の背景につきましては、説明がございましたけれど

も、これの接種の方法と時期ですけれども、ちまたのお医者さんに行きますと、まだワクチ

ンは入ってきていないという声も聞いておりますし、どのように具体的にこの接種が行われ

るのかということについて、今のこれは補正予算の分ではなくて、全体的な接種の方法や時

期についてお伺いをしたいと思います。

○健康推進課長 能島頼子君

すみません。まず、新型インフルエンザの接種時期についてのご質問についてお答えをし

たいと思います。

接種のスケジュールというのが順番に来ていまして、今現在、接種できる対象者というの
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は妊婦さんが今、いわゆる10月の後半から11月の初めにかけて妊婦さんが始まっておりま

す。それから、その後、基礎疾患を有する者ということで、それが11月の前半から中旬にか

けて始まったということを国が言っているんですけれども、愛知県につきましては、まず小

学校３年生までの基礎疾患を有する者という形で今現在やっているところだと思いますが、

何しろ実際やられるのが医療機関でやっていますので、詳しい状況というのは、はっきり言

って町としても把握がなかなか難しいような現状です。

ワクチンにつきましては、国とか県がどこの医療機関にどれだけ配布するのかというのが

決められて、いきなり何か医療機関のほうに入ってくるという形だそうですので、医療機関

につきましても、事前に予約をとることが大変難しいような現状というふうに聞いておりま

すので、予約をとってやるという形では大変難しいというふうに聞いています。

それから、その後、小学校３年生まで以外の方というのが12月の初旬から始まってくると

いうふうに一応スケジュールではなっておりますので、病気の方で基礎疾患といってもいろ

いろ細かい決めがあるそうなんですけれども、それは医療機関で実際にかかっている主治医

さんのところで接種されるのが一番いいかと思います。

その後、１歳から就学前までのお子さんが同じく12月の初め、それから小学校低学年に相

当する年齢の方が12月の中旬からというふうにスケジュールではなっております。

それから、１歳未満の保護者さんというのが12月の下旬から１月ということで、それまで

が優先接種対象者というふうになってきていまして、それから順番に小学校の高学年の方、

中学校に相当する年齢の方、高校に相当する年齢の方というのが１月中に始まるであろうと

いうことです。

それから、65歳以上の高齢者の方がスケジュールでいきますと、２月というふうな形で、

スケジュール的にはこちらのほうには来ています。一般の方は、それが終わった後というこ

とになるということです。

以上です。

○８番 中村英子君

今のご答弁ですと、蟹江町の場合、各医院にお任せしていて各医院でやるというやり方の

みというような理解でよろしいでしょうか。

報道によりますと、例えば保健センターとか行政が一括して行政としてやるというような

ことでやり方をやっているところもあるみたいなんですけれども、蟹江町はあくまで各医院

で申請した人というか、希望者ですよね。強制的にそこのうちへ行って、あなたも対象だか

ら、妊婦さんだから打ちなさいだとか、あなたは基礎疾患があるから打ちなさいとかという

ことではなくて、あくまで申請して自分が予約してお医者さんのほうに行って打っていただ

くと、そういうやり方になると思うんですけれども、そうしますと、実態というのは、非常

に行政のほうではつかまえにくい、現状どうなっているかということはというふうに私は思
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うんですけれども、例えば、それでは各医院のほうに今のスケジュールに従って十分な対象

者に打てるだけのものが確保できているのかどうかというような点について、どこでどうい

うふうに把握していくのか、その点についてお伺いしたいと思います。

○健康推進課長 能島頼子君

今の現状としては、各医院でやるという方法でしかやるということは考えていません。実

際にワクチンがどれだけ入ってくるのかというところにつきましても、各医療機関のほうか

ら県とかに申請をした本数があるそうなんですけれども、実際に入ってくる本数というのが

実質の希望の２割程度しか入ってきていないというのが現状なんだそうです。２割ぐらいと

いういふうに聞いているんで、医療機関によって多少違いがあるかもしれないんですけれど

も、現状、このスケジュールに合わせてワクチンが入ってくるはずなんだけれども、現実的

にはなかなか入ってこないということを聞いておりますので、計画がなかなか立てられない

ということで予約も、実際には医療機関のほうとっていないところが多いのではないかとい

うふうに理解しています。

保健センターでの集団での接種ということなんですけれども、そうなってきますと、医師

会との調整とかもいろいろ出てきますので、やるとしてもなかなかその調整が難しいので、

今のところは難しいというふうに考えています。

以上です。

○８番 中村英子君

少しこのワクチンの接種についても不備があると、別に蟹江町のみの責任とは思っており

ませんけれども、現時点では大変不備があるんではないかなというふうに、私は思っている

んですが、例えば今、各医院のことの把握がなかなかできていないというご答弁だったと思

うんですけれども、今ご答弁いただいた中で、例えばじゃ妊婦さんというのは10月の後半か

ら11月の後半にかけて、１月間ぐらいの間に妊婦を対象に行うというご答弁あったスケジュ

ールですね、あくまで。

それから、もう一つ、基礎疾患のある方は11月中旬からというようなお話もありましたけ

れども、この期間に町内で妊婦さんがどれぐらいじゃ、このワクチンの接種を受けることが

できたのか、あるいはワクチンが届いてなくて受けることができなかったのか、その実態に

ついて把握ができるのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか。

○健康推進課長 能島頼子君

市町村が各医療機関からだれにどれだけ接種したかという報告をいただくようなシステム

になっていますので、10月から始まっていますので、本当は11月になりましたので、その報

告が上がってくるはずなんですけれども、その辺のところの報告がまだ先日もちょっと医師

会の方と話しをしたんですけれども、１件もまだ上がってきてませんでしたので、これから

その報告が上がってくると思います。
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ですので、その報告に基づいて医療機関でどんな対象の人が接種したかということが、こ

れから随時わかってくるものと理解しています。

○１２番 山田乙三君

12番 新政会 山田乙三です。インフルエンザについての関連ですが、要望も含めて申し

上げたいと思います。

今、いろいろと言われていますワクチンなんですけれども、新聞報道でございましたよう

に皆さんご存じかと思いますけれども、グラクソ・スミスクライン社、スミスクラインとグ

ラクソ社が合併をいたしまして、グラクソ・スミスクラインということなんですけれども、

これは私ども元サラリーマン、会社と技術提携していました会社ですが、厚労省が急遽カナ

ダへ職員を派遣しましてどういう実態になっているかと、当然ワクチンの接種が大幅におく

れてくることは言うまでもありません。

言うなれば、副反応が著しいと、こういうことで人の生命にもかかわるということですか

ら、それと今、中村議員も質問されましたですけれども、できるだけ保健センターのほうで

把握をしていただきたいなと、通常のインフルエンザと新型インフルエンザと、それから、

これからいろいろなワクチンに関するものがあって、例えば肺炎球菌ワクチン、6,000円か

ら8,000円、ばらつきがありますけれども、これも打ちに行っても、ちょっと待ってくださ

いよと、まだワクチン入らないと言って、結局やんわりと断られてしまった実態があるんで

すよ。65歳以上、一生に１回だけという実態、これはやはりどこに聞いたらいいのかなとい

うのは、かかりつけのお医者さんでもありますし、それから保健センターでも、私はあると

思うんです。

それで、妊婦さんもいろいろと打つ順番も決まっておりますけれども、これもやはり聞い

たら、今こういう状況なんだと、それとかかりつけのお医者さんに予約を受けてくださいよ

とか、めり張りのついたことをぜひともやっていただけたらありがたいなと、それ蟹江町の

医師会、それから保健所とか、当然報告の義務があると思いますので、その辺をしっかりや

っていただかないと、今は弱毒性だから、私は神の助けだなと思いますけれども、強毒性だ

ったらパンデミックと私、以前言いまして、皆さん、ええそんなことあるだろうかなと言わ

れたんですけれども、まだまだこれピークは来ますので、そうなってくると、悠長なことを

言っておられません。

そういうことで、特に保健センターの方に大変ご足労かけますけれども、町民の方からの

問い合わせがあれば、めり張りのついたお答えをしていただく、かかりつけの医者に問い合

わせの際、しっかりやっていただかないと、本当にパニックを起こすような、今のこういう

弱毒性ですから、悠長なことを言っておれますけれども、２日ぐらいでまあちょっとおさま

ればいいわということでしょうけれども、タミフルとそれから、もう一つのリレンザ、タミ

フルはご存じのように耐性菌ができました。それから、リレンザについては鼻から吸引です
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けれども、これで今何とかしのいでおりますけれども、非常に次から次へ強くなってくるこ

とは事実なんで、その辺の状況だけはしっかり要望申し上げていきたいと思います。

以上です。

○議長 大原龍彦君

要望でよろしいですね。

○６番 林 英子君

新型インフルエンザについてですけれども、国のほうは生活保護世帯や市民税の非課税世

帯に出しておりますが、新聞報道にもよりますと、大垣市では妊婦さん、そして１歳から中

学３年生についても、費用全額助成するというふうに報道されています。その中でなぜかと

いえば、それをやはり子育て支援の一環ということで説明されておりますように6,150円と

いうのは、大変高いというふうに思いますが、蟹江町では、そういう方法を考えているのか

どうかと、一般的に今、生活保護世帯と非課税世帯というふうな予算が言われていますが、

考えているのかどうかということと、もう一つは季節インフルエンザについても、どの病院

に行っても、もう今ワクチンありませんと拒否されている状態が続いていますけれども、蟹

江町では、今後どのような方法でインフルエンザの注射が打てるのかどうか、お聞きしま

す。

○民生部長 加賀松利君

お答えいたします。

インフルエンザのワクチンについて、低学年の補助、町のほうとしてはちょっと財政的に

も厳しいということで考えておりませんけれども、病院へ行ったときのワクチンですか、こ

れは国のほうから順次入ってくると思っておりますので、もうしばらく予約のほうをしてい

ただきたいと思います。再度、お願いいたします。

以上でございます。

（発言する声あり）

ちょっと答弁漏れかもわかりませんけれども、最初のほうはちょっと助成はなかなか難し

いということでございまして、２つ目の質問、ワクチン、従来のインフルエンザのワクチ

ン、それから新型のワクチンはちょっとまだそこまではいきませんけれども、従来のワクチ

ンについても、予約がとれないという状況ということでございますけれども、それは……

（発言する声あり）

そうですね。その補助の見込みも……、はい。

（発言する声あり）

質問の内容としては、ワクチンが病院でやってもらえるように何とかしてほしいというこ

とですよね。ちょっとごめんなさい。

○６番 林 英子君
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すみません。季節ワクチンについては、今病院へ行ってもワクチン切れですけれども、こ

れからの予定はどのように考えているかということをお聞きしましたのと、もう一つは国の

ほうも、それから町のほうも非課税世帯だとか、生活保護世帯には無料ですけれども、妊婦

さんやそして１歳から中学３年生について全額子育て支援という、そういう一環としてとら

えて無料にしているところがありますけれども、蟹江町では、そのようには考えられないの

かということです。

○健康推進課長 能島頼子君

補助につきましては、国の指示どおり低所得者世帯と生活保護世帯のみというふうに考え

ております。それから、季節性のインフルエンザの品薄の件につきましては、メーカーから

順次上がってくる予定だそうです。ですので、12月になりますと、それなりのワクチンがメ

ーカーがいろいろあるそうなんですけれども、また入ってくるというふうに聞いております

ので、今現在はどこの医療機関に電話をかけていただいてもなかなかないというふうな現状

は聞いておりますけれども、根気よく電話をかけていただいて、予約をとっていただくよう

にお伝えしていただければというふうに思っています。よろしくお願いします。

○議長 大原龍彦君

他に質疑はないようですので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を終結します。

これより議案第78号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。

○議長 大原龍彦君

日程第８ 議案第79号「平成21年度蟹江町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○産業建設部長 河瀬広幸君

提案説明した。

○議長 大原龍彦君

ここで、下水道課長より資料の説明をお願いいたします。

○下水道課長 絹川靖夫君

それでは、よろしくお願いします。先ほどの図面のもう一つのほうを見ていただくよう

に、よろしくお願いをいたします。
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赤で塗ってあるところでございますが、これはゆう歯科の南側幅員12メーターのところ

と、それからＪＲ北、それから真ん中に赤塗ってあります。これにつきましては、駅北処理

分区（その６）ほかでございます。工事延長につきましては、991メーターでございます。

それから、水色でございますが、駅北処理分区（その14）、これもとカラオケありました

オルゴールとか、それから町の自転車置き場のところでございます。工事延長につきまして

は520メーター、２事業を合わせまして4,750万、今現在執行残を精査しまして4,050万の補

正額でございます。これは当初21年度区画道路築造が進捗が進み、下水道の来年度予定地区

を前倒しをして進捗状況に合わせて事業の促進を図りたいというものでございます。

これを今、使用収益がとまっておりますが、使用収益を早くやっていただきまして、受益

者負担金をいただくもので、担当は思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

○議長 大原龍彦君

提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を終結します。

これより議案第79号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。

○議長 大原龍彦君

以上で、本臨時会の会議に付議されました事件はすべて議了いたしました。したがって、

平成21年第５回蟹江町議会臨時会を閉会いたします。

（午後 ２時５２分）

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。

蟹江町議会議長 大 原 龍 彦

８ 番 議 員 中 村 英 子

９ 番 議 員 黒 川 勝 好


